
6

県
立
美
術
館　

冬
の
ア
ー
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

会
期
：
１
月
29
日
（
火
）
～
４
月
14
日
（
日
）
ま
で

～今年度末に退職される互助会員の方へ～
　　　貸付金の残金の返済について

各種あっせん事業からのお知らせ

互助会の給付金等の受取口座について

お問い合わせ
互助会　043-223-4119

お問い合わせ
互助会　043-223-4119

お問い合わせ
互助会　043-223-4119

スポーツクラブルネサンスから今年度最後のお知らせ！

～セントラルスポーツクラブチケットをお持ちの方へ～
セントラルスポーツクラブチケットを利用しましょう！

お問い合わせ
厚生班　043-223-4123

６月・９月の募集で、多数のお申し込みをいただいたセントラルスポーツクラブのチケット
ですが、まだ未使用の方はいらっしゃいませんか？

昨年度は配付枚数２４，０８４枚に対し利用数は４，８２５枚、２０％の利用率でした。
今年度も２０，０００枚以上配付していますが、利用率は思わしくありません。
チケットの利用期限は平成３１年３月３１日までですので、ぜひご利用ください。

※なお、今年度のチケットの募集は終了しました。

互助会からの給付金や退職慰労金等の送金には、短期給付口座を使用していますが、口座を変更した場合、
新たに反映されるのに２ヶ月ほどかかるため、変更前の口座へ送金となることがあります。

また、送金しても口座の「名義相違」や「解約済」等の理由から送金できない場合があります。
互助会へ給付金等を請求する際は、ご注意ください。

残金については、退職慰労金から控除します。（注「退職慰労金返還請求書」の提出が必要です。）
詳細は「ゆとり　別冊」P38 を参照してください。

引越の「ヤマトホームコンビニエンス」については、平成 30 年 12 月 10 日をもって協定解除となりました
ので、ご利用の時はご注意ください。

◆控除される額は、貸付金の残金に利息を加算した額になります。
　　　　3 月末の貸付金残金　＋　4 月分の利息　
◆退職慰労金から控除しても、なお不足が生じる場合
　振込用紙を送付しますので、金融機関から 4 月末までに振込んでください。


